
 

保育料は父母の市町村民税所得割合算額を基に決まります。 

※生計の主宰者が祖父母等であると決定した時は、祖父母等の税額を合算します。 

以下の市町村民税額が分かる書類があれば、おおよその保育料を試算することができます。 

なお、調整控除の適用など、細かい計算は省略しています。実際に算定される保育料額とは異なる場合があり

ますのでご了承ください。 

 

例：土岐市様式の場合 

① 市民税所得割額を確認する 

●特別徴収の方（勤務先で給与から市民税が引かれている方） 

 確認書類：給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●普通徴収の方（個人事業主の方など市民税を納税通知書により個人で納付している方） 

 確認書類：市民税・県民税 納税通知書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当年度のものか確認 

市の税額控除前所得割額④
に記載の額をみる 

該当年度のものか確認 

市民税の①税額控除前所得割額 
に記載の額をみる 

保育料の試算方法 



●所得課税証明書をお持ちの方  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※保育料は、寄附金税額控除、住宅借入金等特別税額控除等の控除前の市民税所得割額で算定します。 

  

 

②  ①で確認した父母の市民税所得割額を合算し、保育料金表に当てはめる 

例）市民税所得割額が父 110,000 円、母 50,000 円で、１歳児クラス・保育標準時間を利用する場合 

市民税所得割額合算額 ＝ 父 110,000 円 ＋ 母 50,000 円 ＝ 160,000 円 

  父母の市民税所得割額合算額 160,000 円を保育料金表に当てはめると、 

第７階層に該当するので、１歳児クラス・保育標準時間の保育料は 42,800 円と試算できます。 

該当年度のものか確認 

市民税の税額控除前所得割額 
に記載の額をみる 


